
（平成２１年９月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認愛媛地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

愛媛厚生年金 事案 404 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 23 年３月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 300 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 23 年３月 10 日から同年４月１日まで 

    昭和 23 年３月 10 日にＡ事業所に入社した。一緒に入社した同僚は厚生年

金保険被保険者資格を同日に取得しているので、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ事業所から提出された申立人に係る在籍証明書に

より、申立人は、昭和 23 年３月 10 日に同事業所に入社し、申立期間におい

て同事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 

 また、申立人が同じ学校を卒業し、一緒に入社したとする同僚二人は、昭

和 23 年３月 10 日にＡ事業所に入社しており、同日に厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが社会保険事務所が保管する同事業所の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において確認できる上、同年４月１日に同事業所

に入社した別の同僚は、「学校を卒業して入社した三人は、私たちが入社す

るより先に各部署に配属されて研修を受けていたことを記憶している。」と

述べている。 

  また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 23 年４月の

Ａ事業所に係る社会保険事務所の記録から、300 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否



                      

  

かについては、事業主は確認できる関連資料が無いことから不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案405 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 20 年 10 月 31 日に船員保険被保険者の資格を喪失

した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立人

のＡ事業所における資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 20 年４月から同年９月までの標準報酬月額については、１万

2,000 円とすることが妥当である。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和19年４月１日から20年１月29日まで 

          ② 昭和20年４月１日から同年11月３日まで 

    Ａ事業所のＢ丸に昭和19年４月１日から乗船し20年11月３日に下船するま

で継続して勤務していたにもかかわらず、社会保険庁の記録によると、船

員保険の被保険者記録が同年１月29日から同年４月１日までとなっている

ので、同期間の前後の申立期間について、船員保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ事業所Ｂ丸の船員保険被保険者名簿（以下、

「元名簿」という。）によると、申立人は、昭和 20 年１月 29 日に被保険者資

格を取得し、同年４月１日に同資格を喪失していることが確認できるものの、

同年４月以降に元名簿を新たに更新されたＡ事業所の船員保険被保険者名簿

（以下、「第１回更新名簿」という。）及び 21 年４月以降に更新された同事

業所の同名簿（以下、「第２回更新名簿」という。）には申立人に係る記録は

無い。 

しかしながら、申立人は、「昭和 20 年正月に郷里に帰り、その後、Ｂ丸に

甲板員として乗船した。終戦はＣ沖で迎え、Ｄに行き１か月くらい滞在、引揚

者を積んでＥ港に上陸し 40 日くらいいた。その時に台風に遭って船が座礁し

た。昭和 20 年 11 月３日に同郷で一緒に乗船していた同僚と郷里に帰った。」



                      

  

と具体的に供述しており、申立人と同郷で同じ船舶に乗船していた同僚は、

「申立人は私より先にＢ丸に甲板員として乗船していた。業務は違っていたが、

最後まで一緒にいた。」と証言している上、社会保険事務所が保管する元名簿、

第１回更新名簿及び第２回更新名簿によると、申立人と一緒にＢ丸に乗船して

いたとする上記同僚は、同船舶において、昭和 20 年２月２日に船員保険被保

険者の資格を取得し、同年 10 月 31 日に同資格を喪失していることが確認でき

ることから、申立人は、同年４月１日から同年 10 月 30 日まで同船舶に乗船し

ていたと推認できる。 

また、元名簿において、申立人と同様に昭和 20 年４月１日に被保険者資格

を喪失していることが確認できる他の同僚は、「資格喪失とされている後も、

Ｂ丸に乗船していた。」と証言している。 

なお、社会保険事務所では、申立期間当時の記録管理の状況に関する原因に

ついて不明であるとしているものの、元名簿から第１回更新名簿に、また、第

１回更新名簿から第２回更新名簿に書き換える際に記録漏れとなった可能性が

否定できないものと考えられる。 

以上を踏まえると、申立人は、申立期間②のうち、昭和20年４月１日から同

年10月30日まで継続してＡ事業所所有のＢ丸に乗船し、事業主により船員保険

料が控除されていたことが認められ、事業主は、申立人が同年10月31日に船員

保険被保険者の資格を喪失した旨の届出を行ったものと認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和60年法律第34号）附則第53条に基づき、１万2,000円とするこ

とが妥当である。 

一方、申立期間①については、申立人は、「乗船待ちで「Ｆ会」や「Ｇ訓練

所」に出向いていた。昭和 20 年正月に一度郷里に帰り、その後甲板員として

乗船した。」と述べており、Ｂ丸に乗船したのは昭和 20 年１月以降と考えら

れる上、このほか、申立人の同期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間①に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

    



                      

  

愛媛厚生年金 事案 406 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者記録について、事業主が社

会保険事務所に届け出た厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標

準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額を平成 13 年５月から同年９月までの期間は 17 万円、同年 10 月から 14 年

８月までの期間は 18 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 13 年５月８日から 14 年９月 30 日まで 

             ② 平成 14 年９月 30 日から 18 年８月 21 日まで 

    平成 13 年５月８日から 18 年８月 21 日までＡ事業所に勤務していた。 

申立期間①については、標準報酬月額がさかのぼって低い額に訂正され

ている。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

    申立期間②については、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出された申立期間当時の給与明細書に

より、申立人は、平成 13 年５月から同年９月までの期間は 17 万円、同年 10

月から 14 年８月までの期間は 18 万円の標準報酬月額に相当する厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人のＡ事業所における申立期間の標

準報酬月額は、平成 13 年５月から同年９月までの期間は 17 万円、同年 10 月

から 14 年８月までの期間は 18 万円と記録されていたところ、当該事業所が適

用事業所に該当しなくなった日（平成 14 年９月 30 日）の後の同年 10 月 16 日

に、13 年５月８日にさかのぼって 10 万 4,000 円に減額訂正されたことが確認

できる。 

さらに、申立期間当時のＡ事業所の商業登記簿謄本から、申立人が役員でな

かったことが確認でき、申立期間当時の役員は、「申立人は、営業の仕事をし

ていた。」と述べている上、当時、申立人が雇用保険に加入していたことが確

認できることから、申立人は従業員であったことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、遡及
そきゅう

して記録の訂



                      

  

正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申立期間①に係

る標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、

平成 13 年５月から同年９月までの期間は 17 万円、同年 10 月から 14 年８月ま

での期間は 18 万円に訂正することが必要と認められる。 

一方、申立期間②については、申立人がＡ事業所に勤務していたことは、雇

用保険の加入記録及び申立人から提出された給与明細書から確認できる。 

しかしながら、Ａ事業所は、申立期間②において、厚生年金保険の適用事業

所となっていない上、申立人から提出された当該期間の給与明細書において、

厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛国民年金 事案 478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年８月から 54 年９月までの期間及び 58 年４月から同年 10

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年８月から 54 年９月まで 

             ② 昭和 58 年４月から同年 10 月まで 

昭和 50 年８月に会社を退職した時、夫婦二人で市役所に行き､国民年金の

加入手続を行った。 

その後、私は納付には関与していないが、元妻から、「私の仕事場で、集

金人に夫婦二人分の国民年金保険料を納付した。」と聞いた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金受付処理簿によると、国民年金保険料を

納付したとする申立人の元妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年１月に払

い出されていることが確認でき、申立人及び元妻は、このころに国民年金の加

入手続を行ったものと推認されるが、この時点において、申立期間の一部(昭

和 50 年８月から 52 年 12 月まで)は時効により国民年金保険料が納付できない。 

また、申立人が居住する市が保管する申立人及び元妻に係る国民年金被保険

者諸記録表、国民年金被保険者検認記録表及び国民年金被保険者索引カードに

よると、申立人及び元妻は、申立期間当時、集金人による集金対象者ではなく

自主納付者であったことが確認でき、元妻の仕事場に集金人が来ていたとする

申立人の主張は不自然である。 

さらに、申立期間については、申立人の元妻も国民年金保険料は未納又は免

除となっている上、申立期間以外にも複数の未納期間が存在している。 

   加えて、申立人及び元妻が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料を納付していたことを

うかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

愛媛国民年金 事案 479 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年８月から 55 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50 年８月から 55 年３月まで 

元夫が会社を退職した昭和 50 年８月に、夫婦二人で市役所に行き､国民年

金の加入手続を行った。 

国民年金保険料は、少なくとも数回は仕事場で集金人に支払い、残りは自

宅で納付したと思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する国民年金受付処理簿によると、申立人の国民年金

手帳記号番号は、昭和 55 年１月に払い出されていることが確認でき、申立人

及び元夫は、このころに国民年金の加入手続を行ったものと推認されるが、こ

の時点において、申立期間の一部(昭和 50 年８月から 52 年 12 月まで)は時効

により国民年金保険料が納付できない。 

また、申立人が居住する市が保管する申立人及び元夫に係る国民年金被保険

者諸記録表、国民年金被保険者検認記録表及び国民年金被保険者索引カードに

よると、申立人及び元夫は、申立期間当時、集金人による集金対象者ではなく

自主納付者であったことが確認でき、仕事場や自宅に集金人が来ていたとする

主張は不自然である。 

さらに、申立期間については、申立人の元夫も国民年金保険料は未納又は免

除となっている。 

   加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

愛媛国民年金 事案 480 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 41 年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 41 年８月まで 

    一番目の子供が生まれた昭和 37 年 10 月より前に、Ａ区役所の集金人に国

民年金の加入を勧められ、加入手続をしてもらった。以後、Ｂ市に転居す

るまで、同じ集金人が毎月、自宅に保険料の集金に来てくれ、納付すると

集金人が黄土色の国民年金手帳にオレンジの印紙のようなシールを貼って

くれたのを記憶している。 

昭和 38 年ごろ転入したＢ市では、集金人が来なかったので、国民年金保

険料を納付しなかったが、40 年６月にＣ市へ転入後、２人目の子供が生ま

れた 43 年※月より前に、同市の窓口で３万円余りの国民年金保険料をさか

のぼって一括して納付した。市役所の担当者から、Ａ区で納付した期間と

続いていると言われたことを憶えている。申立期間の保険料を納付してい

るはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が居住する市が保管する国民年金検認簿及び国民年金被保険者名簿に

よれば、申立人は、昭和 47 年７月 14 日に国民年金の被保険者資格取得届を

提出し、43 年８月１日にさかのぼって国民年金の被保険者資格を取得してい

ることが確認でき、申立期間は国民年金の未加入期間とされており、国民年

金保険料を納付することができない期間であるとともに、36 年１月に払い出

された申立人の別の国民年金手帳記号番号によって、申立人が保険料を納付

していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が３万円余りの国民年金保険料を納付したとする昭和 43 年ご

ろは特例納付が実施されていた時期ではない上、特殊台帳によると、申立人

は、47 年８月１日に申立人の 43 年８月から 45 年３月までの保険料を特例納



                      

  

付及び 45 年４月から 47 年３月までの保険料を過年度納付していることが確

認でき、申立人は一括して納付したとする時期を誤認している可能性がうか

がわれる。 

さらに、申立人は、申立期間当時、居住していた区において、黄土色の国

民年金手帳にオレンジ色の印紙のようなシールを貼ってもらったと主張して

いるところ、当時一般的に使用されていた国民年金手帳の色は海老茶色であ

るとともに、国民年金印紙の色は緑色であることが確認でき、申立人の主張

には不自然な点が見受けられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 407 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年１月 18 日から 37 年２月１日まで 

             ② 昭和 44 年５月１日から 45 年６月１日まで 

             ③ 昭和 46 年２月９日から 47 年 12 月１日まで 

    申立期間①においてはＡ事業所に、申立期間②においてはＢ事業所に、申

立期間③においてはＣ事業所に勤務していた。 

いずれの事業所についても給与明細書等は無いが、申立期間①、②及び③

について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人がＡ事業所に勤務していたことは、同事業

所に勤務していた元従業員の証言から推認できるが、社会保険事務所の記録

によると、同事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 38 年

３月１日であることが確認できる上、同事業所の元従業員は、「会社が社会

保険に加入したのは、昭和 38 年からで、それ以前は給与から社会保険料を

控除されていなかった。」と述べており、申立人が同期間において厚生年金

保険に加入していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、Ｂ事業所は、「当社の社会保険の加入記録を確認

したが、申立人の氏名は見当たらない。当社では、外交セールスマンについ

ては申立期間当時から現在に至るまで、給与は歩合制であり、社会保険には

加入させていない。」と証言している上、申立人も同事業所において訪問販

売を行っていたと述べていることから、同事業所は、申立人について厚生年

金保険に加入させていなかった可能性がうかがわれる。 

３ 申立期間③については、雇用保険の加入記録から、申立人が昭和 46 年７

月 10 日から 48 年１月 29 日までＣ事業所に勤務していたことが確認できる



                      

  

が、社会保険事務所が保管する同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、47 年 12 月に新たに厚生年金保険被保険者記号番号が払い

出されており、同事業所が申立人の被保険者資格の取得日である同年 12 月

１日以前に被保険者資格の取得手続を行ったことをうかがわせる事情は見当

たらない。   

また、Ｃ事業所に勤務していた元従業員のうち、聴取できた複数の者の入

社時期と厚生年金保険の被保険者資格取得日とが異なっている状況が見受け

られることから、厚生年金保険の加入については従業員の意思に委ねられて

いた可能性もうかがわれる。 

さらに、Ｃ事業所は既に適用事業所に該当しなくなっており、厚生年金保

険料が控除されていたことを確認できる資料が無い上、事業主も死亡してい

ることから、申立てに係る事実を確認することができない。 

４ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 408 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年３月から 47 年８月 30 日まで 

    申立期間において、Ａ事業所に勤務していたので、この期間について、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

   申立人が運転手としてＡ事業所に勤務していたことは、申立期間当時、同事

業所に勤務していた従業員の証言から推認できる。 

しかしながら、申立人は、「Ａ事業所が移転した後、何年かしてから入社し

た。また、一緒に勤務していた同僚が入社して、何か月かした後の 10 月ころ

に入社した。」と供述しているところ、Ａ事業所が移転した時期は昭和 45 年

４月ころであることが複数の従業員の証言から推認できる上、社会保険事務所

が保管する同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人が

一緒に勤務していたと主張する同僚は 46 年３月 10 日に厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが確認でき、当該同僚も、「入社後すぐに厚生年金

保険に加入してもらった。」と述べていることを踏まえると、申立人は同年

10 月ころに同事業所に入社したものと考えられる。 

また、申立人は、「申立期間当時、農業をしながら勤務しており、農繁期に

は休みをもらっていた。」と述べているところ、申立期間当時のＡ事業所の従

業員は、「配達をしていた者の中には、農業を営みながら勤務していた者もお

り、アルバイトだったのではないか。」と証言しており、申立期間後に同事業

所において社会保険事務を担当していた者は、「アルバイトやパート以外は全

員社会保険に加入させていた。」と述べている上、申立人の同事業所に係る雇



                      

  

用保険の加入記録が無いことを考え併せると、同事業所では、申立人を厚生年

金保険に加入させていなかった可能性がうかがわれる。 

さらに、Ａ事業所は、既に適用事業所に該当しなくなっており、申立期間当

時の社会保険事務担当者も既に死亡しているため、申立ての事実を確認できる

関連資料が無く、証言を得ることができない上、社会保険事務所が保管する同

事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票の中に申立人の記録が無く、健康

保険被保険者番号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考

え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年８月から 37 年５月１日まで 

    昭和 34 年夏にＡ事業所に入社したにもかかわらず、厚生年金保険被保険

者の資格取得年月日が 37 年５月１日となっている。 

昭和 45 年 10 月には、十か年勤続賞の表彰を受けており、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間においてＡ事業所に勤務していたことは、申立人から提出

された十か年勤続表彰状及び同僚の証言から確認できる。 

しかしながら、申立人のＡ事業所における雇用保険の加入日は、厚生年金保

険被保険者資格の取得日と一致している上、社会保険事務所が保管する厚生年

金保険被保険者台帳記号番号払出簿によると、申立人の同事業所における厚生

年金保険被保険者記号番号は、昭和 37 年６月５日に、同年５月１日を資格取

得年月日として払い出されているところ、当該記号番号は、同年７月 16 日付

けで申立人が同事業所で勤務する以前の事業所で払い出された被保険者記号番

号に統合処理が行われたことが確認でき、同事業所は、このころに申立人の厚

生年金保険の被保険者資格の取得手続を行ったものと推認される。 

また、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、申

立期間当時の事業主及び事務担当者は既に死亡していることから、申立ての事

実を確認できる関連資料や供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月 30 日から同年４月１日まで 

    昭和 36 年９月ころからＡ事業所で勤務していた。 

昭和 37 年２月及び同年３月の給与から保険料を控除されていたという記

憶があり、当時の事業主に保険料控除に関する証明書を作成してもらったの

で、厚生年金保険の被保険者資格の喪失日を同年４月１日とし、加入月数を

１か月から２か月に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＡ事業所の元事業主による厚生年金保険料控除に関す

る証明書について、元事業主は、申立人の意向に沿った形で記載したものであ

り、具体的資料による裏付けを有しているものではないとしている。  

   また、Ａ事業所から提出された労働者名簿（写）によると、申立人は、昭和

37 年３月 30 日退職となっている上、退職日に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

であ

り、同僚３人から聴取しても、申立期間において申立人が勤務していたことを

うかがわせる具体的な証言を得ることはできない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 411 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 28 年５月 11 日から同年９月１日まで 

    昭和 28 年４月１日にＡ事業所Ｂ支店で採用となり、その後、Ｃ支店に配

属となり、35 年３月７日に退職するまで継続して勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人が申立期間において勤務していたとするＡ事

業所Ｃ支店は、申立期間当時はＤ支店のＣ出張所であり、申立人が申立期間に

おいて同出張所で勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｃ出張所に勤務していた同僚の証言によると、申立期間当時

の同出張所には、Ｄ支店で採用となりＣ出張所に勤務していた者、同出張所に

採用された者及び申立人のようにＢ支店に採用後、Ｃ出張所に直接配属された

者が勤務していたものと推認されるところ、社会保険庁のオンライン記録及び

社会保険事務所が保管するＤ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

同支店に採用された者については、申立期間当時、同支店において厚生年金保

険の被保険者資格を取得しているものの、申立人を含めたそれ以外の者につい

ては、申立期間において厚生年金保険の加入記録が無いことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管するＢ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿を確認したところ、申立期間に申立人の氏名の記載は無い。 

さらに、Ｃ出張所がＣ支店として新規適用事業所となった昭和 28 年９月１

日時点において、申立人を含め７人が同支店において厚生年金保険の被保険者

資格を取得しているが、このうち、申立人と一緒にＢ支店からＣ出張所に直接

配属された同僚 1 人及びその他の同僚２人については、いずれもＣ支店が新規

適用事業所となる以前からＣ出張所に勤務していることが確認でき、申立期間



                      

  

当時の同出張所における従業員の構成やそれぞれの厚生年金保険の加入記録を

考え併せると、申立人は申立期間当時、厚生年金保険の被保険者ではなかった

ものと推認される。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 56 年 10 月１日から 57 年８月１日まで 

             ② 昭和 61 年 10 月１日から 62 年８月１日まで 

    Ａ事業所に勤務していた当時の賃金支払（支給）明細書によると、標準報

酬月額は、申立期間①については 15 万円、申立期間②については 20 万円と

なるが、算定基礎届において支払基礎日数 20 日未満の月を含み計算された

ことにより、社会保険庁の記録では、申立期間①は 14 万 2，000 円、申立期

間②は 19 万円とされており、本来の標準報酬月額より低い額となっている。 

正しい標準報酬月額に訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る標準報酬月額は、給与の支払基礎日数が 20 日以上の月の報

酬月額により算定されるべきところ、申立人から提出されたＡ事業所の賃金

支払（支給）明細書に記載されている勤務日数から、申立期間①及び②にお

いて、支払基礎日数が 20 日未満であった月を含み算定されていることが確認

できる上、申立期間当時の同事業所の事務担当者も、「誤って、勤務日数が

20 日未満の月を含めて算定基礎届を作成し、社会保険事務所に提出した。」

と証言している。 

また、当該賃金支払（支給）明細書を基に申立期間に係る給与支給額に見

合う標準報酬月額を試算したところ、昭和 62 年６月のみ社会保険事務所が保

管する標準報酬月額に係る記録と同額であり、他の月はそれを上回る金額で

あることが確認できる。 

しかしながら、賃金支払（支給）明細書に記載されている保険料控除額を

基に算定して得られる標準報酬月額は、社会保険事務所の記録上の標準報酬



                      

  

月額と一致していることが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間において、申立人が厚生年

金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、厚生年金保険法第 75 条において、保険料を徴収する権利が時効によ

って消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険

給付は行わないとされていることから、本件については、標準報酬月額の変

更を記録上行ったとしても、保険給付には反映されない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 413 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

    住     所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  昭和 44 年１月１日から 45 年１月１日まで 

    昭和 41 年３月３日から 54 年 11 月１日まで、Ａ事業所（現在は、Ｂ事業

所）で勤務していた。 

途中で退職した記憶は無いので、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、Ａ事業所に継続して勤務していたと主張して

いるが、社会保険事務所が保管するＢ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者

原票によると、申立人は、昭和44年１月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失し、同年同月31日に健康保険被保険者証を返納し、その後、同事業所におい

て、45年１月１日に同資格を再取得した記録が確認できる。 

また、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和43年12月15日にＢ事業所に

おける被保険者資格を喪失し、同事業所において、45年１月１日に同資格を再

取得していることが確認できる。 

さらに、Ｂ事業所から提出された申立人に係る退職金計算書及び当該退職金

に係る申立人の領収書から、昭和45年１月１日から54年10月31日までを在籍期

間とする退職金について、申立人は、同年11月26日に受領していることが確認

できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案414 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 21 年７月 10 日から 23 年７月 10 日まで 

    昭和 21 年４月１日から 23 年７月 10 日までの期間、Ａ市Ｂ町にあったＣ

事業所Ｄ支店のＥ部に継続して勤務していたにもかかわらず、厚生年金保

険の加入期間が 21 年４月１日から同年７月 10 日までになっているのはお

かしい。 

給与明細書等は無いが、Ｃ事業所Ｄ支店に勤務していた期間は厚生年金

保険に加入していたはずなので、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＣ事業所Ｄ支店の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿によると、申立人は、昭和 21 年４月１日から同年７月 10 日までの被保険

者資格記録が確認できるものの、申立期間においては見当たらない。 

また、上記名簿から、申立人と同じ昭和 21 年４月１日に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることが確認できる 63 人のうち、連絡が可能な５人

及び申立期間当時、Ｃ事業所Ｄ支店において厚生年金保険に加入していた 13

人の計 18 人から聴取したところ、このうち 17 人は、申立人が勤務していたＡ

市Ｂ町の店舗とは別の同市Ｆ町にあった同事業所のＧ部に勤務していたとし、

また、残る１人は、申立人と同じ同市Ｂ町の店舗に勤務していたとするが、18

人全員が申立人についての記憶が無いとしており、申立人が申立期間に同事業

所に勤務していた事実を確認することができない。 

さらに、Ｃ事業所Ｄ支店は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っており、Ｃ事業所本店の事務担当者は、「申立期間当時の資料が無く、申立

てどおりの届出を行ったか、厚生年金保険料を控除したかは不明である。」と



                      

  

回答しており、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認することができない。    

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 415 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年４月１日から 40 年 10 月１日まで 

    昭和 38 年４月ころにＡ事業所に就職し、当初は同事業所で各公共施設へ

の郵便発送のための宛名書き、荷造り等の仕事だったが、途中からはＢ施

設内の売店で仕事をした。同事業所には約２年半勤務した。 

なお、Ａ事業所での勤務時間は、昭和 29 年７月から勤務した同事業所で

の勤務時間と全く同じであったと記憶している。申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間当時、Ａ事業所（現在は、Ｃ

事業所）に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｃ事業所は、「申立期間当時の資料が無く、申立てどおりの

届出を行ったか、厚生年金保険料を控除したかは不明であり、当事業所が保管

する職員記録にも申立人の記録は無い。」と説明しており、申立期間当時の事

務担当者は、「当社には正職員のほかに臨時職員がおり、臨時職員の中には厚

生年金保険には加入せず、雇用保険だけ加入していた者もいた。」と証言して

いる。   

また、申立人は、申立期間当時一緒に勤務していた同僚について記憶してい

ないことから同僚の証言を得ることができず、申立期間当時、申立人が厚生年

金保険に加入していた事実を確認することができない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、申立期間において申立人の氏名は無く、健康保険被保険者番

号に欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


